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――  各計画の策定にあたって  ―― 

 

（１）計画の背景 

本市における障害福祉施策については、平成 18 年に旧輪島市と旧門前町が合併したこと

を受け、新市として翌年の平成 19 年に計画期間を 5 年間とする「第 1 期障害者計画」を策

定しました。平成 23 年には障害者自立支援法の改正を踏まえ、計画期間を平成 24 年度か

ら平成 25 年度（2 年間）とする「第 2 期障害者計画」を策定。その後、本市の実情や社会

情勢の変化にあわせ、平成 26 年度から平成 29 年度（4 年間）を計画期間とする「第 3 期

障害者計画」を策定しました。 

世界の動向を見ると、平成18年12月に「障害者の権利に関する条約」（以下、障害者権

利条約）が国連において採択されました。わが国でも平成26年1月にこの条約が批准され、

このことに対応するため、様々な障害施策に関する法制度が成立・改正されてきました（表

１）。 

 

表１ 障害者施策の変遷 

名称 内容 

障害者権利条約 

（平成 26 年 1 月批准） 

障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の

尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現

のための措置等について定めた条約。 

障害者基本法の改正 

（平成 23 年 8 月施行） 

法の目的や障害者の定義の見直し、差別の禁止や国際的強調に

関する条項の新設などの改正。 

障害者虐待防止法の成立 

（平成 24 年 10 月施行） 

障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた

障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対

する支援のための措置等を定める法律。 

障害者総合支援法の施行 

（平成 25 年 4 月施行） 

地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充

実等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の新たな障害保健福祉施策とする法律。 
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障害者優先調達推進法の

成立 

（平成 25 年 4 月施行） 

障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項

等を定めた法律。 

障害者差別解消法の成立 

（平成 28 年 4 月施行） 

すべての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進する

ことを目的とした法律。 

発達障害者支援法の改正 

（平成 28 年 8 月施行） 

発達障害者支援法の施行から 10 年が経過し、乳幼児期から高

齢期までの切れ目のない支援など、時代の変化に対応したより

きめ細かな支援を定めた法律。 

障害者総合支援法及び児

童福祉法の改正 

（平成 30 年 4 月施行） 

障害者の地域生活をより促進するために、「生活」と「就労」

に対する支援の一層の充実や高齢障害者の介護保険サービス

の円滑な利用を促進。また、障害児支援のニーズの多様化に対

する支援拡充のための改正。 

 

このような国の障害者施策の成立・改正に対応して、市町村の障害者計画、障害福祉計

画の策定の基本となる第3次障害者基本計画や第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画に

係る国の基本指針の見直しが行われました（現在、第4次障害者基本計画の策定に向け、内

閣府において障害者政策委員会が開催されており、その内容等については次計画において

反映されることになります）。 

本市の障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画は、こういった障害者施策の成立・

改正に対応し、本市として時代の変化や障害者のニーズに適切に対応し、障害者基本法の

目的としている「共生社会の実現」に向けて計画的に取り組むために策定します。 

 

（２）各計画の位置づけと期間 

 障害者計画は、障害者基本法第 11 条の規定に基づく「市町村障害者計画」に位置づけら

れるもので、輪島市の障害者施策の基本的な事項を定める計画です。 

 障害福祉計画は、障害者総合支援法第 88 条の規定に基づく「市町村障害福祉計画」に位

置づけられるもので、地域社会における共生の実現に向けて、輪島市の障害福祉サービス

の年度ごとに必要な量の見込み及びその確保のための方策、地域生活支援事業の実施に関
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する事項などについて、具体的な目標値を設けた実施計画として定める計画です。 

 障害児福祉計画は、障害者総合支援法第 88 条及び児童福祉法第 33 条の規定の基づく「障

害児福祉計画」に位置づけられるもので、本市の障害児通所支援、障害児相談支援の提供

体制の確保と実施を定める計画です。本市では、障害者と障害児の専門的な支援施策が相

互連携の強化を図っていくために、障害福祉計画と一体的に策定しました。 

 各計画は、輪島市の総合計画、地域福祉計画を構成する部門計画でもあり、関連する計

画との整合性にも留意しながら策定しました（図１）。 

 

図１ 他の計画との関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画の策定体制 

 各計画の策定にあたっては、「輪島市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画検討委

員会」（以下、検討委員会）を設置し、計画の内容についての審議を行っていただきました。

検討委員会には、障害当事者や、障害福祉の現場で活動する事業所の方々などの福祉関係

者に委員としてご参画いただきました。 

 また、アンケート調査、パブリックコメントを通じて広く市民の皆様のご意見を伺った

上で、策定しています。 

 

輪島市総合計画 

輪島市地域福祉計画 

輪島市障害者計画 

 

 

輪島市 

子ども・子育て 

支援事業計画 

輪島市 

介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 

輪島市 

母子保健計画  
輪島市障害福祉計画 

輪島市障害児福祉計画 
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（４）計画の期間 

 障害者計画の期間は、平成 30 年から平成 35 年までの 6 年間としますが、市町村障害福

祉計画及び障害児福祉計画に相当する部分は、国が定める基本指針において計画期間を 3

年間としていることから、平成 30 年から平成 32 年までの 3 年間とします。 

 

●各計画の計画期間 

年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

                    

輪島市総合計画 

第 1次 

基本構想（19～28 年度・10 年） 

前期基本計画（19～23 年・5年） 

後期基本計画（24～28 年・5年） 

第 2次 

基本構想（29～38 年度・10 年）

前期基本計画（29～33 年・5年）

後期基本計画（34～38 年・5年）

          

輪島市 

地域福祉計画 

第 1次 

（24～28 年度・5年） 

第 2次 

（29～33 年度・5年） 

          

輪島市 

障害者計画 

第 2期 

（24～25年度・2年）

第 3期 

（26～29 年度・4年） 

第 4期 

（30～35 年度・6年） 

                    

輪島市 

障害福祉計画 

第 3期 

（24～26 年度・3年） 

第 4期 

（27～29 年度・3年） 

第 5期 

（30～32 年度・3年） 

                    

輪島市 

障害児福祉計画 
  

第 1 期 

（30～32 年度・3年） 
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第 4期障害者計画 
（平成 30～35 年度） 
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１ 障害者の現状と将来の動向 

 

（１）人口の推移と予測 

本市の人口は、昭和 55 年から平成 22 年の 30 年間で約 3 分の 2 まで減少しています。ま

た同時に少子高齢化も進んでおり、平成 27 年では、人口の 43％が 65 歳以上の高齢者です。 

 「国立社会保障・人口問題研究所」は、平成 32 年の輪島市人口を 24,449 人と推計して

おり、全国的な人口減少や過疎地の人口動向から見て、本市も例外なく、人口減少及び少

子高齢化が進行するものと思われます。 

 

●輪島市の人口推移 

区分 
年少人口 

（0～15 歳） 

生産年齢人口 

（16～64 歳）

高齢者人口 

（65 歳以上） 
不明 計 

昭和 55 年 9,143 29,045 6,927 0 45,115

昭和 60 年 8,223 27,572 7,488 0 43,283

平成 2 年 6,528 25,281 8,456 44 40,309

平成 7 年 5,149 22,111 9,873 0 37,133

平成 12 年 4,139 19,401 10,985 6 34,531

平成 17 年 3,468 17,874 11,481 0 32,823

平成 22 年 2,849 15,600 11,357 52 29,858

平成 27 年 2,283 13,198 11,715 20 27,216

平成 32 年 

（推計） 
1,941 11,229 11,279 0 24,449

資料 ： 平成 27 年までの年齢別人口（推計人口）は、国勢調査。平成 32 年（推計）の 

年齢別人口は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平

成 25 年 3 月推計）」 
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（２）障害者数 

■障害者数 

全国の障害者の総数は、860 万 2 千人とされます。 

障害種類別の内訳は、身体障害者が 393 万 7 千人、知的障害者が 74 万 1 千人、精神障害

者が 392 万 4 千人です。一方、本市の障害者人口は、2,314 人であり、総人口の 8.5%を占

めています。 

障害種類別の内訳は、身体障害者が 1,548 人、知的障害者が 247 人、精神障害者が 496

人です。また、この他にも障害の認定を受けておらず、日常生活など生活上に支障を感じ

ている人も相当数いるものと考えられます。 

 

●全国・輪島市の障害者数 

区 分 全 国 輪島市 

身体障害者 3,937,000 人 1,548 人

知的障害者 741,000 人 247 人

精神障害者 3,924,000 人 496 人

合 計 8,602,000 人 2,291 人

総 人 口 127,095,000 人 27,216 人

総 人 口 比 6.7% 8.4%

 

資料 ： （全国）平成 29 年版障害者白書、平成 29 年 4 月総務省統計局人口推計月報 

（輪島市）平成 28 年度輪島市統計書（輪島市福祉課） 

 

■身体障害者 

 平成 29 年 3 月 31 日現在の身体障害者手帳所持者は 1,548 人となっています。種類別で

は、肢体不自由が最も多く、等級別では、1 級が最も多く、3 級、4 級、2 級の順になって

います。全体数の推移をみると、平成 25 年の 1,753 人が平成 29 年には 1,548 人まで減少

しています。 
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●障害種類別の身体障害者手帳所持者数の推移 

（単位：人） 

 

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：福祉課 

 

●障害等級別の身体障害者手帳所持者数の推移 

（単位：人） 

 

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：福祉課 
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●身体障害者手帳所持者数の割合（年齢別） 

 

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：福祉課 
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■知的障害者 

平成 29 年 3 月 31 日現在の療育手帳所持者は 247 人となっています。等級別では、ＢⅠ

が多く、以下はＡⅡ、ＡⅠ、ＢⅡの順になっています。全体数の推移をみると、ほぼ横ば

いになっています。 

 

●障害種別の療育手帳所持者数の推移 

（単位：人） 

 

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：福祉課 
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●療育手帳所持者数の割合（年齢別） 

 

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：福祉課 
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■精神障害者 

平成 29 年 3 月 31 日現在の精神障害者保健福祉手帳所持者は 146 人です。等級別では、

2 級が最も多くなっています。また、自立支援医療（精神通院）の利用者は 350 人となって

います。 

 

●障害等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

（単位：人） 

 

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：福祉課 
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●精神障害者保健福祉手帳所持者数の割合（年齢別） 

 

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：福祉課 

 

●自立支援医療（精神通院）利用者の推移 

（単位：人） 

 

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：福祉課 
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●自立支援医療（精神通院）利用者の割合（年齢別） 

 

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：福祉課 
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（３）保育所・認定こども園 

本市には、保育所が 10 カ所、認定こども園は 2 カ所設置されており、合計 623 人の児童

が在籍しています。 

在籍児に対する障害児の割合は、保育所が 0.5%、認定こども園が 0.5%で、公立・私立の

別では、保育所・認定こども園ともに割合は同じになっています。 

 

●保育所・認定こども園における在籍児数と障害児数 

 施設数 在籍児数 障害児数 

保育所（公立） 7 カ所 180 人 2 人

保育所（私立） 3 カ所 260 人 1 人

認定こども園（公立） 0 カ所 0 人 0 人

認定こども園（私立） 2 カ所 183 人 1 人

合計 12 カ所 623 人 4 人

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：福祉課 

 

（４）就学状況 

■特別支援学校 

本市には、特別支援学校の分校が 1 校設置されており、市内・市外から 31 人の児童・生

徒が在学しています。また、隣接する珠洲市に設置されている分校には、本市から 3 人の

生徒が在学しています。 

 

●特別支援学校在学者数（輪島市民） 

（単位：人） 

 小学部 中学部 高等部 合計 

七尾特別支援学校

輪島分校 
8 9 14 31

七尾特別支援学校

珠洲分校 
0 0 3 3

合計 8 9 17 34

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：輪島市教育委員会 
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（５）障害児学級・通級指導教室 

本市では、障害児学級を小学校に 12 学級、中学校に 3 学級設置しており、合計 21 人の

児童・生徒が在学しています。 

 また、小中学校には、言語障害や難聴、発達障害により特別な教育対応を必要とする児

童・生徒のための通級指導教室を設置しており、27 人の児童・生徒が指導を受けています。 

  

●障害児学級の設置状況 

区分 
小学校 中学校 

学級数 在学者数 学級数 在学者数 

肢体不自由 0 カ所 0 人 0 カ所 0 人

難聴 1 カ所 2 人 0 カ所 0 人

知的障害 4 カ所 5 人 2 カ所 3 人

情緒障害 7 カ所 10 人 1 カ所 1 人

合計 12 カ所 17 人 3 カ所 4 人

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：輪島市教育委員会 

 

●通級指導教室による指導児童・生徒数 

    （単位：人） 

 小学校 中学校 合計 

言語障害 0 0 0 

難聴 0 0 0 

発達障害 19 8 27 

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：輪島市教育委員会 

 

 

  



  

18 
 

（６）雇用・就労状況 

■職業紹介・障害者雇用率 

平成 28 年度、輪島公共職業安定所が行った障害者への職業紹介は 78 件であり、このう

ち就職に結びついたものは 41 件でした。 

障害者雇用率の面から、平成 28 年 6 月において、民間企業の本社所在地を基本とした石

川県内の障害者雇用率は 1.88%、法定雇用率を達成している民間企業の割合は 56.5%とな

っています。法定雇用率は現行の 2%から、平成 30 年 4 月には 2.2%へ引き上げられること

になっています。国は障害者雇用率について、雇用者数、就職件数の増加から着実に進展

しているとみており、また、障害者雇用率を満たす企業も増加していることから、障害者

の就労も進んでいくと考えられます。 

 

●障害者の新規求職申込件数 

（単位：人） 

 新規求職申込人数 

身体障害 知的障害 精神障害 合計 

平成 26 年度 10 3 18 31

平成 27 年度 15 8 25 48

平成 28 年度 16 8 37 61

資料：輪島公共職業安定所（平成 28 年度実績） 

 

●障害者の就職件数 

（単位：人） 

 就職件数 

身体障害 知的障害 精神障害 合計 

平成 26 年度 9 1 23 33

平成 27 年度 8 5 23 36

平成 28 年度 7 8 26 41

資料：輪島公共職業安定所（平成 28 年度実績） 
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●障害者の職業別就職状況 

（単位：人） 

 事務的職業 介護関係 販売の職業 製造関係 清掃関係 その他 合計

身体障害者 0 1 1 1 0 4 7

知的障害者 0 1 2 0 0 5 8

精神障害者 1 0 1 1 1 22 26

合計 1 2 4 2 1 31 41

資料：輪島公共職業安定所（平成 28 年度実績） 

 

●石川県内の障害者雇用率と法定雇用率を達成している民間企業の割合 

区分 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

全国 石川県 全国 石川県 全国 石川県 

障害者 

雇用率 
1.82% 1.82% 1.88% 1.86% 1.92% 1.88%

法定雇用率を 

達成している 

民間企業の割合 

44.7% 51.8% 47.2% 54.3% 48.8% 56.5%

資料：輪島公共職業安定所（各年度 6 月 1 日現在） 
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■特別支援学校卒業生の進路 

 平成 26 年度から平成 28 年度に本市に在住する障害者で、特別支援学校の高等部を卒業

した方の進路は、次のとおりです。 

●特別支援学校卒業生の進路（輪島市内在住の生徒のみ） 

（単位：人） 

 一般就労 施設通所 施設入所 在宅 その他 合計 

平成 26 年度 
輪島分校 0 3 0 0 0 3

珠洲分校 0 0 0 0 0 0

平成 27 年度 
輪島分校 0 4 0 0 0 4

珠洲分校 0 0 0 0 0 0

平成 28 年度 
輪島分校 0 2 0 0 0 2

珠洲分校 0 0 0 0 0 0

 

（７）経済的支援 

■各種手当 

 平成 28 年度の各種手当の受給状況は次のとおりです。 

区 分 支 給 額 受 給 者 数 

特別児童扶養手当 月額 2 級 34,030 円～1 級 51,100 円 38 人

障 害 児 福 祉 手 当 月額 14,480 円 7 人

特 別 障 害 者 手 当 月額 26,620 円 12 人

経 過 的 福 祉 手 当 月額 14,480 円 0 人

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：福祉課 
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■心身障害者医療費助成 

 平成 25 年度から 29 年度までの心身障害者医療費助成の総支給額の状況は、次のとおり

です。「県負担分、市負担分」とは、総支給額に対するそれぞれの財源負担額を示していま

す。 

●輪島市の心身障害者医療費助成の状況 

（単位：万円） 

 

平成 29 年 3 月 31 日現在  資料：福祉課 
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３ 計画の基本的方向 

 

（１）基本理念 

 

 

 

 

 

 

障害者基本法は、「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」を実現することが目的で制定されました。 

この共生社会が実現することを目的とし、「障害のある人もない人も、安心して、共にい

きいきと生活するまちづくり」を基本理念に掲げ、その実現に向けて取り組みます。 

 

（２）基本目標 

 共生社会を実現し、この計画の基本理念を実現するために、どのようにサービス提供や

事業などに取り組んでいくかといった方向性を示すものとして、以下の 3 つの障害者施策

の柱を定めることとします。 

 

１．安心して暮らせるまちづくり 

 どんな障害があっても、地域で安心して生活できるようにするためには、家族だけでな

く地域の様々な福祉サービス、支援、配慮が必要になります。また、地域生活のなかで生

じる障害があることによる社会的障壁＊を取り除いていくことも必要です。そのために、

個々の障害の状態や特性、ライフステージ（幼年期、児童期、壮年期、老年期などの、人

生におけるそれぞれの段階）に応じた切れ目のない支援を受けることができる体制づくり

が必要になります。 

 

＊社会的障壁 

障害がある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障害となるような社会における

事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。 

障害のある人もない人も、 

安心して、共にいきいきと生活するまちづくり 
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２．社会参加の環境づくり 

 障害があっても、地域のなかで安心して生活していくためには、地域社会の一員として、

様々な活動に参加できることが重要です。学校で学んだり、職場に働きに出かけたり、地

域における活動に参加していくことは、その人自身の生きがいになり、地域生活の充実に

つながっていくと考えます。 

 そのために、可能な限り、障害特性に応じた保育や教育、就労、余暇活動の場を提供す

るなど、人間性や社会性を育むことのできる環境づくりを行っていく必要があります。 

 

３．共生社会の実現 

 共生社会を実現していくためには、障害のあるなしに関わらず、すべての人が障害者や

障害について深く理解し、正しく認識することが重要であり、そのためには、啓発活動や

共生教育、交流活動などが必要です。こうした活動や理解に基づいて、障害のある人もな

い人も認め合い、お互いが思いやりの気持ちを持って暮らしていくことが共生社会につな

がっていきます。 

 

 

（３）施策の体系 

基本理念 施策の柱 施策 

障害のある人もな

い人も、安心して、

共にいきいきと生活

するまちづくり 

（１） 

安心して暮らせる 

まちづくり 

１. 相談支援体制の充実 

２. 在宅サービスの充実 

３. 保健・医療体制の充実 

４. 防災対策の充実 

５. 地域で暮らすための住環境整備 

６. 権利擁護の推進 

（２） 

社会参加の環境づくり

１. 療育、教育の充実 

２. 就労の促進 

３. 社会参加基盤の確保 

４. 情報保障・意思疎通の支援 

（３） 

共生社会の実現 

１. 普及・啓発活動の推進 

２. 地域全体で支える連携体制づくり 

３. ユニバーサルのまちづくりの推進 
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４ 施策の展開 

 

（１）安心して暮らせるまちづくり 

１．相談支援体制の充実 

現状・課題 

相談支援は、障害者やその家族が必要な支援の内容を把握し、

その障害特性等に応じた的確なサービスを提供していくために

重要な役割を果たします。本市では、サービス等の利用のための

計画相談に対応する体制を整えてきました。 

また、奥能登地域自立支援協議会・輪島市連絡会（以下、輪島

市連絡会）は、近年、地域のニーズを汲み取り、それに沿った仕

組みづくりを行ってきたことは大きな成果と言えます。 

一方で、福祉サービスや地域資源が限られている地域だからこ

そ、相談支援が地域のニーズを汲み取りながら、行政と連携し、

個別支援の充実はもちろん、本市ならではの仕組みづくりを今後

も継続して行っていく必要があります。 

今後の方向性 

福祉サービスを利用している障害者への支援や、地域からの相

談に対応できる相談体制の充実と質の向上を継続していきます。

また、障害者の高齢化、重度化、精神障害者の地域生活、難病の

方、障害児（発達障害児を含む）に対応できる相談体制を整備し

ていく必要があります。 

地域の幅広いニーズを汲み取り、課題を解決していくために、

相談支援事業所と行政がこれまで以上に連携を図りながら、地域

の相談支援体制を整備していきます。 

○ 施策の展開 

・ 本市は、地域における障害者の生活全般にわたるニーズを汲み取る機能として、これ

まで以上に委託相談支援事業所と行政が連携しながら、輪島市連絡会を運営していき

ます。 

・ 本市は、必要な福祉サービスの提供や新たな地域資源を、民間事業所等と連携しなが

ら、整備していきます。 

・ 本市は、障害者のライフステージに寄り添うよう、保育・保健・医療・福祉・教育・

就労などの関係機関が分断されることなく、あらゆるケースに対して、他職種連携を

強めていきます。 

・ 本市は、障害の特性や生活環境に応じた相談業務を行っていくために、相談支援を担
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当する職員の資質向上に向けて、研修等への参加の機会を確保します。 

・ 本市は、障害者の概念の拡がりを意識しながら、発達障害児・者、生活困窮者など、

障害者手帳を持たないが何らかの支援が必要とされる人・世帯等に対して、関係部局

や輪島市社会福祉協議会（くらしサポートセンター等）が連携体制を構築できるよう

努め、支援の強化を図ります。 

・ 本市においては、発達障害をはじめ、特別な配慮が必要な児・者、その家族への総合

相談窓口である「発達支援室」が、保育所や学校、その他関係機関のコーディネート

役となり、地域全体で子どもの発達を支えていく体制を整備していきます。 

・ 本市は、適切な福祉サービスの利用が必要と思われる障害児や特別な配慮が必要な児

に対して、相談支援専門員と繋がりが持てるよう支援していきます。 

 

 

２．在宅サービスの充実 

現状・課題 

今回行ったアンケート調査によると、障害者の多くは住み慣れ

た自分の家での生活を望んでおり、こうした願いの実現のために

は、居宅介護（ホームヘルプ）のサービスが不足しています。ま

た、突然のトラブル等に対応するための短期入所や 65 歳以上の

障害者を受け入れる介護保険サービスのニーズは高まっていま

すが、なかなかサービス利用に結びついてない状況にあります。

今後の方向性 

障害者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境整備はも

ちろん、高齢化した障害者や地域生活を望む精神障害者の地域生

活を支える基盤を整備していきます。 

○ 施策の展開 

・ 本市は、輪島市連絡会を通じて在宅サービス（居宅介護、行動援護等）の地域ニーズ

を把握し、相談支援事業所や民間事業所とその情報を共有していきます。また必要に

応じて、民間事業所と意見交換の場を設けながら、障害者に対する居宅介護（ホーム

ヘルプ）サービスの拡充を促していきます。 

・ 本市は、施設を利用したり、在宅で暮らす重度障害者が行動援護等のサービスを利用

できるよう、各事業所の職員が専門性を習得する研修等への参加を促していきます。 

・ 本市は、65 歳以上の障害者が介護保険サービスに円滑に移行できるよう、個別ケース

の丁寧な引継ぎ等を行うなど、介護保険サービス提供事業所と連携強化を図ります。 

・ 本市は、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、行

政、相談支援、サービス提供事業所等が連携し、本人の地域生活を支援していきます。

また、特に多様である精神疾患等に対応していくために医療機関との連携を強化して

いきます。 
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３．保健・医療体制の充実 

現状・課題 

 あらゆる親が安心して子育てができるように、障害の発生予

防、早期発見・早期支援、障害の軽減や重症化の防止を図ること

が重要であり、そのための体制整備が求められています。 

 また、障害のあるなしに関わらず、安心して子どもを産み、育

てられるよう、母子保健・子育て支援体制の充実が求められてい

ます。 

今後の方向性 

母子保健や子育て支援、発達支援室等が連携しながら、子ども

の成長段階に応じた親子支援を充実させるとともに、その後も支

援が途切れることなく各分野が連携できるよう、「切れ目のない

支援体制」の整備を行っていきます。 

○ 施策の展開 

・ 本市は、子育てに関する相談が気軽にでき、多様な相談内容に対応していけるよう、

母子保健・発達支援室・子育て支援・その他の各関係機関が連携し、支援していく体

制を整備します。 

・ 本市は、保育・保健・医療・教育・福祉の各分野の連携により、発達障害児の早期発

見・早期支援の体制強化を図ります。 

・ 本市は、発達障害児や特別な配慮が必要な児に対して、必要に応じて専門的知識を有

する職員が保育所や学校などを訪問し、児にとって過ごしやすい生活環境を支援して

いきます。 

・ 本市は、障害者の疾病や二次疾患等の予防、障害の早期発見・早期治療のため、特定

健診等の周知や健診を受けやすい環境づくりを通じて医療機関への受診率の向上を図

ります。 

・ 本市は、リハビリテーションが必要な障害児・者に対して、専門的な知識や技能を持

った作業療法士・言語聴覚士・理学療法士等が支援を行っていきます。 
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４．防災対策の充実 

現状・課題 

 障害児者は避難行動に困難を抱える場合が多く、特別な配慮が

必要となります。近年増加している火災や地震、風水被害などの

災害発生時において、障害児者が安全に避難でき、避難所はもと

より、避難経路、避難方法が分からないといった声に対して、対

応が必要です。また、今回行ったアンケート調査によると、災害

対策をしていない障害者も多く、災害対策に対する理解啓発や情

報提供の必要があります。 

今後の方向性 

障害者をはじめとする「災害弱者」と呼ばれる方々に対し、災

害時の援護を円滑に進めるために、地域防災計画や要援護者避難

支援プランの充実、その他情報伝達手段の整備充実、自主防災組

織における支援体制づくりも含め、市民が一体となった緊急時・

防災時の支援体制を構築していきます。 

○ 施策の展開 

・ 本市は、災害発生時や発生の恐れがある場合、障害児者やその家族が災害に関する情

報等を得られるような仕組みや手段、合理的配慮の周知を図っていきます。 

・ 本市は、一般避難所では適応が難しい障害児者が安心して避難生活を送ることができ

るように福祉避難所の拡充を行います。 

・ 本市は、要援護者台帳に登録する必要性を周知し、登録を希望する障害者を増やし、

災害時に円滑な支援を行えるように努めます。 

・ 本市は、関係機関と連携しながら、災害時に障害者を支えるボランティアや専門職の

確保ができる体制を整備していきます。 

・ 本市は、障害者自身が防災そのものに関心を寄せ、防災意識を高めることができる機

会の提供、啓発活動を進めていきます。 

 

 

５．地域で暮らすための住環境整備 

現状・課題 

 障害者が地域で暮らしていくためには、安心して生活できる住

まいの場の確保が必要になります。また、障害者本人もその家族

も高齢化が進むため、地域で暮らし続けるためにグループホーム

の必要性が増すことが予想されます。 

今後の方向性 

今後必要となるグループホームを把握し、障害者の地域生活の

場の確保に努めます。また、住宅改造に対する経済的支援も行っ

ていきます。 

○ 施策の展開 

・ 本市は、障害の重度化や高齢化などに伴い、自宅のバリアフリーなどの改修費助成を
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行います。 

・ 本市は、障害者の地域での生活をより可能にするため、グループホーム等の整備を支

援し、地域での生活の場の確保を推進します。 

 

 

６．権利擁護の推進 

現状・課題 

 障害者差別解消法は、共生社会の実現のために、障害者に対す

る「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」を禁止した

法律であり、障害者が自分の権利が守られ、安心して生活するた

めに必要な条件です。一方で、この法律が市民全体に理解されて

いるとは言えず、継続的な周知・啓発が必要です。 

また、今回行ったアンケート調査によると、障害者への差別が

なくなる地域のためには、「障害者への理解を促す広報啓発」や

「働く場など、障害者が活躍できる機会の創出」が求められいる

ことがわかります。 

今後の方向性 

障害及び障害者に対する偏見や誤解を取り除き、正確な知識・

情報の普及・啓発を行っていく必要があります。また、障害者が

地域や家庭等において弱い立場にあることを想定し、関係機関と

連携を密にしながら、虐待の早期発見、防止を図っていきます。

また、障害者のよりよい就労機会や活躍できる機会を関係機関

と連携しながら創出していきます。 

○ 施策の展開 

・ 本市は、障害者差別解消法に関する情報提供を進めていきます。特に「不当な差別の

取扱いの禁止」「合理的配慮」について、庁内や関係機関に啓発活動を行っていきます。

・ 本市は、障害者を取り巻く虐待に対応するために、市障害者虐待防止センターの運営

を強化し、その機能や意義などについて周知していきます。 

・ 障害者が住み慣れた地域で安心した生活を送れるよう、輪島市社会福祉協議会が行っ

ている「福祉サービス利用支援事業」を活用して、福祉サービスの利用手続き、申請

代行、日常の金銭管理等の支援を行います。 

・ 本市は、障害者個人の財産について、障害年金等も含めて、障害者本人が成年後見制

度などを利用して適切に管理することで、より良い暮らしが送れるよう、制度の周知

や利用の促進を図ります。 
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（２）社会参加の環境づくり 

１．療育、教育の充実 

現状・課題 

 現在、本市ではポーテージ教室（障害児・その親への個別支援）

や保育所・認定こども園から小学校への丁寧な引継ぎ（就学移行

支援）など、関係機関が連携しながら、障害児や特別な配慮が必

要な児への支援を進めています。一方で、支援に結びつかない児

も多く、就学後に学校生活に馴染めない児も見受けられ、早期発

見・早期支援を進める支援体制の構築が求められています。 

学校現場では、特別支援学級や通級教室の設置が進められてい

ますが、適切な支援を受けることができないまま成長し、二次疾

患を発症したり、不登校（気味も含む）になる生徒も増えており、

学校と福祉（主に発達支援室）の連携強化が求められています。

また、研修などを通じて教職員の発達障害に対する理解や、特別

支援教育に関する理解や指導力を高めることが必要です。 

また、支援が必要にも関わらず、親や家族が子どもの支援の必

要性を認識しないことで支援機関に結びつかないケースも多く、

親支援や発達支援の理解啓発が必要です。 

今後の方向性 

障害児がライフステージの各段階において、その子の特性に応

じた療育・保育・教育を確保され、卒業後はその適性や能力に応

じた雇用機会の拡大に努めることにより、職業を通じての社会参

加や自立生活が実現できるように支援します。 

また、発達特性等の様々な側面から学級に馴染めない、または

不登校（気味も含む）となっている生徒に対しては、教育・福祉

が連携しながら、丁寧に支援を行っていきます。 

○ 施策の展開 

・ 本市は、子どもや保護者などが早期から発達支援に関する相談を受けられる「発達支

援室」の周知に努めます。 

・ 本市は、保育所・母子保健・発達支援室・学校教育課・病院の連携を強化し、発達障

害の早期発見・対応やその子の適性に応じた就学先への支援を充実させていきます。 

・ 本市は、保育所や幼稚園（認定こども園）から小学校、小学校から中学校への引き継

ぎなど、「切れ目のない支援」を構築し、障害児や特別が配慮が必要な児の特性や支援

方法が切れ目なく、的確に引き継がれるように努めます。 

・ 本市は、障害特性があっても、本人が主体性を高め、失敗しても再びチャレンジでき

るように、一人ひとりの児童・生徒の特性に応じた教育内容・方法の改善と、教育の

資質・指導力の向上に努めます。 
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・ 本市は、発達障害全般に対する保育士、教職員の理解を深めるとともに、その指導方

法などに関する研修を充実します。 

・ 本市は、発達障害児や特別な配慮が必要な児をもつ家族に対して、特性の理解や子ど

もへの接し方を学べる機会・研修を充実します。 

 

 

２．就労の促進 

現状・課題 

 障害者が地域で自立した生活を送るためには、働くこと（就労）

が重要な役割を果たします。働く意欲のある障害者がその適性に

応じた能力を十分に発揮できるような就労先、充実した支援が求

められています。 

 また、障害者の中には働く意欲があっても、年齢や障害・疾病

の程度、特性などのために一般就労が難しい方、企業等の状況に

より雇用に結びつかない方も多くいます。一般就労に結びつかな

い場合でも、福祉的就労の場を確保することも重要です。 

 一方、就労支援体制において、福祉的就労から一般就労の架け

橋となる就労移行支援や障害者就業・生活支援センターのサービ

スがないことは、本市特有の課題としてあげられます。 

今後の方向性 

 事業者や同僚となる市民が、障害者の就労能力を認めた上で、

障害者の特性を理解するよう働きかけていきます。また、障害特

性に応じた雇用がなされるよう、支援者、事業者、ハローワーク

との連携を深めていきます。 

 また、障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等への

発注に努めます。 

○ 施策の展開 

・ 本市は、市民に対して、障害者が職業を通じて社会参加していくことの大切さについ

ての啓発活動を積極的に行い、理解を促進します。 

・ 本市は、改正障害者雇用促進法の一部が平成 30 年 4 月から施行されることを受け、精

神障害者の雇用が義務化され、民間事業者における障害者雇用率が 2.0%から 2.2%に引

き上げられることなどについて周知し、障害者の就労支援を図ります。 

・ 本市は、相談支援事業所や民間事業所と連携しながら、福祉的就労から一般就労まで

の支援体系の確立を図り、就労系相談支援事業や就労サービス事業所の機能強化を図

ります。 

・ 本市は、障害者優先調達推進法に基づき、物品の調達や役務の提供範囲を拡大すると

ともに、販売機会の拡大等を支援します。また、民間事業所や障害者団体に本市の業

務を委託するなど、地域における障害者の活躍の場を増やしていきます。 
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３．社会参加基盤の確保 

現状・課題 

 今回行ったアンケート調査によると、外出時の支援を家族が担

っていることが多いと分かっています。家族の負担軽減も含め、

外出支援に対するニーズは高まっており、障害者等が地域の中で

生活し、活動していくためには、その基盤となる移動手段の確保

は大きな課題です。 

また、移動手段がないために就労場所が限られてしまったり、

利用できるサービスや、社会参加可能な時間や範囲が限定されて

しまうことも想定されます。 

バスやタクシーを利用している人も多いことから、これらの交

通事業者に対して障害特性等に関する啓発や情報提供を行い、障

害者等に対して必要な配慮やコミュニケーションを行ってもら

うことも大切です。 

今後の方向性 

 移動手段は、通院や買い物などの日常生活はもちろん、就労等

に関係するものであり、障害者が安心して自分らしい生活が送れ

るよう公共交通の確保や福祉サービスの充実に取り組みます。ま

た、公的なサービスだけでなく、障害者が参加しやすいイベント

の開催や環境整備をしていきます。 

○ 施策の展開 

・ 本市は、移動支援サービスのニーズに対して、民間事業所と連携しながら、サービス

量を拡充していける体制を整備していきます。 

・ 本市は、バス、タクシーなどの公共交通機関について、障害者が安心して利用できる

ような環境やサービスが提供される（合理的配慮の実施）よう、事業者への理解と協

力を求めていきます。 

・ 本市は、管理する道路の段差解消・歩道の確保・信号機や標識の改善などについて、

障害者や高齢者が利用しやすいように安全面で配慮し、改善するほか、国や県にも働

きかけていきます。 

・ 本市は、移動困難な方の社会参加を促進するため、タクシー利用料金助成事業の利用

促進に努めます。 

 

  



  

32 
 

４．情報保障・意思疎通の支援 

現状・課題 

 障害者が必要な情報を円滑に取得・利用し、意思表示やコミュ

ニケーションを行うことは、地域社会に参加し、活動していくた

めに不可欠です。そのため、必要な情報が取得できるような体制

づくり、情報交換の場の提供が求められます。 

今後の方向性 

 障害者の社会参加を進める上で、情報、コミュニケーションが

他者と関わるために不可欠な要素であると認識し、その障壁を可

能な限り低くしていくよう取り組んでいきます。 

○ 施策の展開 

・ 本市は、聴覚障害者等への情報保障を図る観点から、手話通訳や要約筆記などの派遣

を行う意思疎通支援事業の周知と利用促進を図ります。 

・ 本市は、活字の読み上げ装置などの日常生活用具の給付を推進するとともに、制度の

周知を図ります。 

・ 本市は、手話奉仕員、要約筆記奉仕員等の養成を推進します。 

・ 本市は、障害種別ごとのニーズを把握しながら、障害者に対して災害関連情報などの

重要な情報を効果的に伝えるようにするための方策を検討していきます。 

 

 

 

  



  

33 
 

（３）共生社会の実現 

１．普及・啓発活動の推進 

現状・課題 

 共生社会とは、障害者への差別がなくなり、障害のある人もな

い人も共に暮らしやすい社会のことです。今回行ったアンケート

調査によると、共生社会を実現するために望むこととして、「障

害者への理解（合理的配慮）を促す広報啓発」、「市民、事業者、

行政が連携・協働していくまちづくり」、「働く場など、障害者が

活躍できる機会の創出」の割合が高くなっています。 

今後の方向性 

障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために、市民

が障害への理解と認識を深め、自らの問題として考えることがで

きるよう周知・啓発に取り組んでいきます。 

また、市民一人ひとりがお互いを思いやり、気軽に声かけや手

助けができる地域社会の構築に努めます。 

○ 施策の展開 

・ 本市は、各種広報媒体を通じて、障害理解の啓発や教室、研修会等の開催など啓発活

動を推進していきます。 

・ 本市は、共生社会の実現に向けて、庁内や関係機関に啓発活動を行っていきます。 

・ 本市は、地元企業に対して、障害者が職業を通じて社会参加していくことの意義や障

害者が活躍できる機会の創出などを啓発していきます。 

・ 本市は、子どもたちが共生社会への理解を深めていけるように、市内学校における福

祉教育を行うなど、権利意識を育む機会を作っていきます。 

・ 本市は、障害者に対する差別や偏見をなくし、共生社会の理念（ノーマライゼーショ

ン）の普及啓発を促進するために、地域住民が開催する障害あるなしに関わらず参加

できるイベント等を支援していきます。 

 

 

２．地域を支える他職種連携の体制づくり 

現状・課題 

 障害者が安心して暮らし、積極的に社会参加を行うことが可能

となるような基盤を作るためには、福祉・保健・医療・教育・就

労など様々な関係機関や団体が連携していく必要があります。 

本市も関係機関の連携強化に努めていますが、制度の狭間にい

る方や、多様な困り感を抱える世帯などに対して、行政や専門機

関に加え、地域住民とも協働しながら、課題解決に向けて取り組

む必要性があります。 

今後の方向性  障害者がニーズに応じた適切な支援を受けることができるよ
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う、関係機関の連携強化や調整などのネットワークづくりを進め

ていきます。また、住民が「支える側・支えられる側」と分断さ

れず、住民一人ひとりが地域の困り感を「我が事」として捉え、

地域の中で役割を持ち、支えあいながら、自分らしく活躍できる

地域コミュニティの形成を進めていきます。 

○ 施策の展開 

・ 本市は、国が進める「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向けて、地域全体でど

ういった連携や体制整備を進めるかを、行政や民間事業所が分け隔てなく議論してい

く機会を創出していきます。 

・ 本市は、発達支援が必要な児をはじめ、要支援児・要保護児など、地域に何らかの支

援が必要とされる子どもや親（世帯）に対し、支援を強化していきます。 

・ 本市は、公的な福祉サービスだけでなく、地域における支えあいや見守りも含めたイ

ンフォーマルなサービスのあり方について、行政や社会福祉協議会、事業所、地域住

民が協力し合いながら、誰もが安心して暮らしていける地域づくりを進めていきます。

 

 

３．ユニバーサルのまちづくりの推進 

現状・課題 

 障害あるなしに関わらず、誰もが暮らしやすい環境づくりの視

点（ユニバーサルデザイン）を地域全体に浸透させ、障害者が社

会生活に参加する上での障害を取り除く（バリアフリー）まちづ

くりを進める必要があります。ハード面の対応とともに、障害特

性に応じたサポート充実など、ソフト面で対応を行っていくべき

課題もあります。 

今後の方向性 

 市民、民間事業所との連携により、障害者等が安全かつ安心し

て生活でき、社会参加できるまちづくりを推進していきます。こ

れに向けて、公共施設や民間施設、道路・歩行空間、公共交通機

関などのバリアフリー化やユニバーサルデザインの視点による

整備を図るなど、障害者が暮らしやすいまちづくりの推進を図り

ます。 

○ 施策の展開 

・ 本市は、障害者が安全に通行できるように、段差解消や点字ブロック、歩道等の整備

充実を図ります。 

・ 本市は、障害者差別解消法に基づき、障害者に対する合理的配慮を徹底し、障害特性

に応じた意思疎通手段を活用した対応を行います。 

・ 本市は、市内小中学校において人権や福祉をテーマにした講演会や授業などを行い、

心のバリアフリーを子どもたちに浸透させていきます。 
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１ 成果目標の設定 

 

（１）国が示す成果目標事項 

国は、障害者総合支援法に基づく市町村障害福祉計画の策定にあたり、必要な障害福祉

サービス及び相談支援、市町村の地域生活支援事業の提供体制の確保について、次に掲げ

る事項を成果目標として設定することを示しています。本市では、このことを踏まえ、第 5

期障害福祉計画（平成 30～32 年）の策定にあたり、目標値を設定することとしました。 

 

■国が示す目標事項 

１. 施設入所者の地域生活への移行 

２. 精神障害にも対応する地域包括ケアシステムの構築 

３. 地域生活支援拠点等の整備 

４. 福祉施設から一般就労への移行等 

５. 障害児支援の提供体制の整備等 

 

（２）成果目標 

１．施設入所者の地域生活への移行 

国の基本指針では、平成 28 年度末時点の施設入所者のうち、グループホーム、一般住宅

等に移行する者の数を見込み、その上で平成 32 年度末における地域生活への移行者の目標

値を設定することを示しています。 

 

【国が示す具体的な成果目標】 

 平成 28 年度末時点の施設入所者数の 9%以上が地域生活へ移行すること 

 平成 32 年度末の施設入所者数を、平成 28 年度末時点の施設入所者数から 2%以上削減

すること 

 

年度末時点入所者数 
【目標値】 

削減見込 

（人） 

【目標値】 

地域生活 

移行者数 

（人） 

平成 28 年度 

（人） 

平成 32 年度 

（人） 

106 102 4 2
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２．精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

国の基本指針では、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしく暮らすことが

できるよう、保健、医療、福祉関係者による協議の場（地域包括ケアシステム）を設置す

ることを示しています。 

 

【目標値】 

平成 32 年度末 

（他市町と共同設置する場合）

他市町名 

長期入院患者の 

地域生活への移行者数 

65 歳未満（人） 65 歳以上（人）

1 － 3 5

 

 

３．地域生活支援拠点等の整備 

国の基本指針では、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するために、障

害者の地域生活を支援する機能（相談、体験の機会・場の提供、緊急時の受入・対応、専

門性の確保、地域の体制づくり等）を整備した拠点（地域生活支援拠点）を平成 32 年度ま

でに少なくとも 1 カ所整備することを示しています。 

 

【目標値】 

平成 32 年度末 

（拠点となる事業所が決まっている場合） 

事業所名 

（他市町と共同設置する場合）

他市町名 

1 － － 

 

 

４．福祉施設から一般就労への移行等 

国の基本指針では、平成 32 年度末における福祉施設から一般就労への移行についての目

標値を、平成 28 年度の一般就労への移行実績の 1.5 倍以上とすることを基本として設定す

ることを示しています。また、この目標値を達成するために、就労移行支援事業者数及び

事業所ごとの就労移行率に係る目標値についても以下のとおり定めることとしています。 

 

【国が示す具体的な成果目標】 

 就労移行支援事業利用者数 

平成 32 年度末利用者が平成 28 年度末利用者数の 2 割以上増加すること 

 事業所ごとの就労移行率 

就労移行支援事業所のうち、就労移行率が 3 割以上の事業所を全体の 5 割以上とすること

を目指す 
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 職場定着率 

就労定着支援事業所による支援を開始した時点から 1 年後の職場定着率を 8 割以上とする

ことを目指す 

 

（1） 

一般就労移行者数 

（2） 

就労移行支援事業所 

の利用者数 

（3） 

就労移行率 3 割以上

の就労移行支援事

業所の割合 

平成 28 年度 

（人） 

【目標値】 

平成 32 年度 

（人） 

平成 28 年度 

（人） 

【目標値】 

平成 32 年度 

（人） 

【目標値】 

平成 32 年度 

（％） 

2 3 1 4 － 

 

（4） 

就労定着支援事業による 

支援開始 1 年後の職場定着率 

【目標値】 

平成 31 年度 

（％） 

【目標値】 

平成 32 年度 

（％） 

－ － 

 

 

５．障害児支援の提供体制の整備等 

国の基本指針では、重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、主に重症

心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を確保するこ

とや、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように医療的ケア児のための関係機関の協

議の場を設置することとしています。なお、具体的な目標の設定については、下記の 2 点

を基本とするものとを示しています。 

 

【国が示す具体的な成果目標】 

 平成 32 年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後

等デイサービス事業所を各市町村 1 カ所以上確保すること 

 平成 30 年度末までに、各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関

係機関等が連携を図るための協議の場を設けること 
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（1）児童発達支援センター 

【目標値】 

平成 32 年度末 

（箇所） 

（他市町と共同設置する場合） 

他市町名 

－  

 

 

（2）保育所等訪問支援 

【目標値】 

平成 32 年度末 

（箇所） 

（他市町と共同設置する場合） 

他市町名 

1  

 

 

（3）主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所 

【目標値】 

平成 32 年度末 

（箇所） 

（他市町と共同設置する場合） 

他市町名 

1  

 

 

（4）主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス 

【目標値】 

平成 32 年度末 

（箇所） 

（他市町と共同設置する場合） 

他市町名 

1  

 

 

（5）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場 

【目標値】 

平成 32 年度末 

（箇所） 

（他市町と共同設置する場合） 

他市町名 

1 珠洲市、穴水町、能登町 
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２ サービス見込量の推計 

 

（１）指定障害福祉サービス等 

＊平成 29 年度の数値は、特に断りのない限り、4 月～11 月の利用実績をもとに 1 月あたりに換算して算

出しています。 

 

１．訪問系サービス 

①居宅介護（ホームヘルプ） 

ヘルパーがお風呂や食事の手伝い、部屋の掃除や洗濯などを手伝ってくれるサービスで

す。「身体介護」「家事援助」「通院等介助」などの種類があります。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 28 人 30 人 32 人 34 人

利用見込時間数 209 時間 224 時間 239 時間 254 時間

 

 

②重度訪問介護 

重度の肢体不自由により日常的に介護を必要とする人に、自宅での入浴、排せつ、食事

の介助、外出時における移動支援を行うサービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 0 人 1 人 1 人 1 人

利用見込時間数 0 時間 150 時間 150 時間 150 時間

 

 

③同行援護 

視覚障害により、移動がむずかしい人に必要な情報提供や、安全に移動できるための支

援、食事・排せつなどの介護など、外出に必要となる支援を行うサービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 1 人 1 人 1 人 2 人

利用見込時間数 14 時間 14 時間 14 時間 28 時間
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④行動援護 

行動面での特別な見守りを必要とする人が家の中や外出するとき、危険を回避するため

の支援や外出支援を行うサービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 0 人 1 人 1 人 2 人

利用見込時間数 0 時間 43 時間 43 時間 86 時間

 

 

⑤重度障害者等包括支援 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護など複

数のサービスを包括的に行うサービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 0 人 0 人 0 人 0 人

利用見込時間数 0 時間 0 時間 0 時間 0 時間

 

 

２．日中活動系サービス 

①生活介護 

 生活全般で介護を必要とする人に、施設などで入浴、排せつ、食事の介護や、創作活動

などの機会を提供するサービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 148 人 150 人 150 人 150 人

利用見込量 2,724 人日 2,750 人日 2,750 人日 2,750 人日

＊「人日」とは、一月当たりの利用人数に平均利用日数を乗じた単位 
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②自立訓練 

 自立訓練は、機能訓練と生活訓練から構成されています。 

 自立訓練（機能訓練）は、身体障害者が地域生活をおくれるよう、一定期間の支援計画

に基づいて、身体的リハビリテーションや日常生活に係る訓練などを行うサービスです。 

 自立訓練（生活訓練）は、知的障害者・精神障害者が地域で生活がおくれるよう、一定

期間の支援計画に基づき、食事や家事などの日常生活能力の向上を支援するサービスです。 

 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

自立訓練（機能訓練）

利用見込者数 
2 人 2 人 2 人 2 人

自立訓練（機能訓練）

サービス見込量 
42 人日 42 人日 42 人日 42 人日

自立訓練（生活訓練）

利用見込者数 
4 人 4 人 4 人 4 人

自立訓練（生活訓練）

サービス見込量 
52 人日 52 人日 52 人日 52 人日

＊「人日」とは、一月当たりの利用人数に平均利用日数を乗じた単位 

 

 

③就労移行支援 

 一般企業への就労などを希望する人に、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上、実

習、職場探しなどを通じ、適性に合った職場への就労・定着を支援するサービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 2 人 2 人 2 人 2 人

サービス見込量 40 人日 40 人日 40 人日 40 人日

＊「人日」とは、一月当たりの利用人数に平均利用日数を乗じた単位 
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④就労継続支援 

 就労継続支援には、就労継続支援 A 型と就労継続支援 B 型があります。 

就労継続支援 A 型は、一般企業で雇用されることが難しい人に、事業者が雇用契約に基

づく福祉的就労の機会を提供し、能力の向上を図るものです。 

就労継続支援 B 型は、一般企業で雇用されることが難しい人に、事業者が雇用契約に基

づかないものの、一定の賃金水準の元で、就労や生産活動の機会を提供し、能力の向上を

図るものです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

就労継続支援Ａ型 

利用見込者数 
18 人 24 人 25 人 26 人

就労継続支援Ａ型 

サービス見込量 
323 人日 432 人日 450 人日 468 人日

就労継続支援Ｂ型 

利用見込者数 
74 人 77 人 80 人 80 人

就労継続支援Ｂ型 

サービス見込量 
1,182 人日 1,232 人日 1,280 人日 1,280 人日

＊「人日」とは、一月当たりの利用人数に平均利用日数を乗じた単位 

 

 

⑤就労定着支援 

 一般就労に移行した障害者について、企業や自宅への訪問等により、必要な連絡調整や

指導・助言などの支援を行うサービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 ― 0 人 1 人 1 人

 

 

⑥療養介護 

医療と日常的に介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介

護、その他日常生活を支援するサービスです。このサービスを利用できる方は、筋ジスト

ロフィーにより療養されている方や、重症心身障害児施設に入所している 18 歳以上の方な

どです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 9 人 9 人 9 人 9 人
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⑦短期入所（福祉型、医療型） 

 自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、施設へ入所してもらい、入浴、排せつ、

食事の介護などを受けるサービスです。 

 

・福祉型 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 12 人 14 人 16 人 18 人

サービス見込量 120 人日 140 人日 160 人日 180 人日

＊「人日」とは、一月当たりの利用人数に平均利用日数を乗じた単位 

 

・医療型 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 0 人 1 人 1 人 1 人

サービス見込量 0 人日 3 人日 3 人日 3 人日

＊「人日」とは、一月当たりの利用人数に平均利用日数を乗じた単位 

 

３．居住系サービス 

①自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する障害者に対し、

定期的な訪問や生活状況のモニタリング・助言、医療機関等との連絡調整を行うサービス

です。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 ― 1 人 1 人 1 人

 

 

②共同生活援助（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住宅（グループホーム）で、相談や日常生活における援助

を行うサービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 43 人 48 人 52 人 56 人
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③施設入所支援 

 施設に入所している人に、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護などを行うサービス

です。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 105 人 104 人 103 人 102 人

 

 

４．相談支援（サービス等利用計画の作成） 

①計画相談支援（サービス利用支援、継続サービス利用支援） 

 障害福祉サービスを利用しようとする人について、心身の状況・サービス利用に関する

意向などを踏まえ、事業者や関係機関等と連絡調整を行い、「サービス等利用計画」を作成

するものです。また、支給決定後にも、サービス等の利用状況の検証、計画の見直し（モ

ニタリング）を行います。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

計画相談支援利用 

見込者数 

297 人

（9 月末時点）
307 人 312 人 317 人

 

 

②地域移行支援 

 施設入所や入院から地域での生活に移行するための、住居の確保などに関して相談や必

要な支援を行うサービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

サービス見込者数 0 人 1 人 1 人 1 人

 

 

③地域定着支援 

 地域に移行し、居宅において単身で生活している障害者を対象に、常時の連絡体制を確

保し、障害特性に起因して生じた緊急の事態等に応じるサービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

サービス見込者数 0 人 1 人 1 人 1 人
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５．児童福祉法サービス 

①児童発達支援 

心身の発達に気がかりな点や何らかの課題、遅れ、障害のある子どもに療育活動を行う

サービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 3 人 3 人 3 人 3 人

サービス見込量 32 人日 32 人日 32 人日 32 人日

＊「人日」とは、一月当たりの利用人数に平均利用日数を乗じた単位 

 

 

②医療型児童発達支援 

 入所等をしている知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児に対し、日常生活におけ

る基本的な動作や集団生活への適応訓練等を治療とともに行うサービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 0 人 0 人 0 人 0 人

サービス見込量 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日

 

 

③放課後等デイサービス 

就学中の障害児に、放課後や長期休暇中において、生活能力向上のための訓練、レクリ

エーションを提供することにより、障害児の自立を促進するとともに、放課後の居場所づ

くりを行います。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 18 人 20 人 21 人 22 人

サービス見込量 242 人日 270 人日 283 人日 297 人日

＊「人日」とは、一月当たりの利用人数に平均利用日数を乗じた単位 

 

 

  



  

47 
 

④保育所等訪問支援 

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行うサービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 0 人 0 人 0 人 1 人

サービス見込量 0 人日 0 人日 0 人日 2 人日

＊「人日」とは、一月当たりの利用人数に平均利用日数を乗じた単位 

 

 

⑤居宅訪問型児童発達支援 

 重度障害があり障害児通所支援を受けるための外出が困難な児に対し、居宅を訪問し日

常生活における基本動作の指導等を行うサービスです。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 ― 0 人 0 人 0 人

サービス見込量 ― 0 人日 0 人日 0 人日

 

 

⑥障害児相談支援 

障害児が通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画を作成します。また、支給決定

後にも、サービス等の利用状況の検証、計画の見直し（モニタリング）を行うサービスで

す。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

計画相談支援利用 

見込者数 

24 人

（9 月末時点）
26 人 28 人 30 人

 

 

⑦医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター 

 医療的ケアの高い重症心身障害児に対する支援体制の整備に合わせて、関係機関が連携

を図るための調整役となるコーディネーターを配置します。 

 

区 分 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

コーディネーター 

配置人数 
― 0 人 1 人 1 人
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（２）地域生活支援事業 

＊平成 29 年度の数値は、特に断りがない限り、4 月～11 月の利用実績をもとに 1 月あたりに換算して算

出しています。 

 

地域生活支援事業とは、本市が障害者及び障害児が自立した日常生活や就労などの社会

生活を営むことができるように、本市の地域特性や利用者の状況に応じて、柔軟に実施す

る事業です。指定障害福祉サービスとあわせて、障害者及び障害児が必要としている支援

を受けることができるよう事業を実施していきます。 

 

 

 

 

  

任
意
事
業

福祉ホームの運営

訪問入浴サービス

生活訓練等

日中一時支援

地域移行のための安心生活支援

巡回支援専門員整備

相談支援事業所等（地域援助事業者）
における退院支援体制確保

協議会における地域資源の開発・利用
促進等の支援

レクリエーション活動等支援

芸術文化活動振興

点字・声の広報等発行

奉仕員養成研修

複数市町村による意思疎通支援の共同
実施促進

盲人ホームの運営

知的障害者職親委託

必
須
事
業

理解促進研修・啓発

自発的活動支援

相談支援

成年後見制度利用支援

成年後見制度法人後見支援

意思疎通支援

日常生活用具給付等

手話奉仕員養成研修

移動支援

地域活動支援センター機能強化

日
常
生
活
支
援 

社
会
参
加
支
援 

就
業
・
就
労
支
援 
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１．必須事業 

①理解促進研修・啓発 

日常生活や社会生活を営む上で生じる社会的障壁を取り除いていくために、障害者や障

害児についての地域住民の理解を深めるための研修や啓発を行います。 

 

事 業 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

理解促進研修・ 

啓発事業 

実施の

有無 
有 有 有 有 

 

 

②自発的活動支援 

 障害者やその家族、地域住民などによる地域における自発的な取り組みを支援します。 

 

事 業 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

自発的活動支援事業
実施の

有無 
有 有 有 有 

 

 

③相談支援 

 障害者、その保護者や介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サー

ビスの利用支援など、障害者の権利擁護のために必要な援助を行います。 

 

事 業 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

基幹相談支援センター
設置の

有無 
無 無 無 無 

基幹相談支援センター

等機能強化事業 

設置の

有無 
無 無 無 無 

住宅入居等支援事業

（居住サポート事業） 

実施の

有無 
無 無 無 無 

 

 

④成年後見制度利用支援・成年後見制度法人後見支援 

成年後見制度利用支援事業は、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用

することが有用であると認められる知的障害者や精神障害者に対して、成年後見制度の利

用を支援します。 

成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見制度における後見等の業務を適性に行うこ
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とができる法人を確保できる体制を整備し、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を

支援します。 

 

事 業 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

成年後見制度 

利用支援事業 

利用見

込件数 
1 件 1 件 1 件 1 件 

成年後見制度 

法人後見支援事業 

実 施 の

有無 
無 無 無 無 

 

 

⑤意思疎通支援 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障があ

る障害者に、手話通訳者や要約筆記者などを派遣します。 

 

事 業 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

手話通訳者・ 

要約筆記者派遣事業 

利用見

込人数 
10 人 10 人 10 人 10 人 

手話通訳者設置事業 
設置見

込者数 
1 人 1 人 1 人 1 人 

 

 

⑥日常生活用具給付等 

障害の種類、程度に応じた日常生活用具を給付または貸与することにより、日常生活の

便宜や福祉の増進を図ります。 

（給付見込件数） 

事 業 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

介護・訓練支援用具 0 1 1 1

自立生活支援用具 2 2 2 2

在宅療養等支援用具 1 1 1 1

情報・意思疎通支援用具 6 5 5 5

排泄管理支援用具 660 660 660 660

居宅生活動作補助用具 2 2 2 2

合 計 671 671 671 671
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⑦手話奉仕員養成研修 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙や手話表現技術を習得した人を養成する研修

を行います。 

 

事 業 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

手話奉仕員 

養成研修事業 

登録 

者数 
1 件 1 件 1 件 1 件 

 

 

⑧移動支援 

屋外での移動が困難な障害者について、外出などの支援を行うことにより、地域におけ

る自立生活及び社会参加を支援します。 

 

事 業 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

利用見込者数 2 人/月 4 人/月 4 人/月 4 人/月

利用見込時間数 12 時間/日 24 時間/日 24 時間/日 24 時間/日

 

 

⑨地域活動支援センター機能強化 

 通所による創作活動、機能訓練、社会適応訓練、入浴などのサービスを提供し、障害者

の自立と社会参加を支援します。 

 

事 業 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

設置見込事業所数 1 カ所 1 カ所 1 カ所 1 カ所

利用見込者数 45 人/月 45 人/月 45 人/月 45 人/月

サービス見込量 78 人日/月 80 人日/月 80 人日/月 80 人日/月
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２．任意事業の内容 

名  称 内  容 

【日常生活支援】 

福祉ホームの設置 

家庭環境や住宅事情等の理由により、居宅における生活が

難しい障害者に対し、低額な料金で居室その他の設備を利

用させるなどして地域生活を支援します。 

訪問入浴サービス 
看護師もしくは介護職員が身体障害者の居宅を訪問し、浴

槽を提供して行われる入浴の介護。 

生活訓練等 障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導を行う。

日中一時支援 

障害者等の日中における活動の場を提供し、見守り、社会

に適応するための日常的な訓練、その他市町村が認めた支

援を行います。 

地域移行のための 

安心生活支援 

障害者が地域で安心して暮らしていけるよう、緊急一時的

な宿泊（居室確保事業）や地域生活を支援するためのサー

ビス提供体制の整備（コーディネート事業）を行い、地域

生活への移行や定着を支援します。 

巡回支援専門員整備 

発達障害等に関する知識を有する専門員が、保育所や放課

後児童クラブ等の子どもやその親が集まる施設・場へ巡回

等支援を実施し、障害の早期発見・早期対応のための助言

等を行います。 

相談支援事業所等における 

退院支援体制の確保 

相談支援事業所等（地域援助事業者）における退院支援体

制を確保するため、必置職員以外の職員を配置するために

必要となる賃金等について助成します。 

協議会における地域資源の 

開発・利用促進等の支援 

市町村の協議会において、社会資源開発に向けた障害児者

のニーズ調査や情報収集、円滑な医療・教育・福祉サービ

スを提供していくための体制整備、保育所や放課後児童ク

ラブ等の関係機関が連携し、障害児の特性や家族の情報を

把握する仕組みの構築、医療・教育の専門職等が支援計画

について評価・助言を行う、などの支援を行います。 

【社会参加支援】 

レクリエーション活動等支援 

レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交

流、余暇、スポーツをする機会を提供するため、レクリエ

ーション教室や大会・運動会などを開催し、障害者等が社

会参加活動を行うための環境の整備や必要な支援を行い

ます。 

芸術文化活動振興 障害者等の芸術文化活動を振興するため、身近な実施主体
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として、障害者等の作品展、音楽会、映画祭などの芸術文

化活動の機会を提供するとともに、障害者等の創作意欲を

助長するための環境の整備や必要な支援を行います。 

点字・声の広報等発行 

視覚障害者等のために、点訳、音声訳、その他障害者等に

わかりやすい方法により、行政等の広報、障害者関係事業

の紹介、生活情報、その他必要度の高い情報を障害者に提

供します。 

奉仕員養成研修 
点訳、朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉

仕員等を養成するための研修を行います。 

複数市町村による意思疎通支

援の共同実施促進 

意思疎通支援事業について、単独での実施が困難等の理由

により未実施となっている市町村等において、近隣の市町

等との共同実施による効率的な事業実施の方法を検討し

ます。 

【就業・就労支援】 

盲人ホームの運営 

あん摩師免許、はり師免許等を有する視覚障害者であっ

て、自営または雇用されることの困難な方に対し、施設を

利用させるとともに、必要な技術指導を行い、視覚障害者

の自立更生を図ることを目的とする盲人ホームの運営に

必要な経費を補助します。 

知的障害者職親委託 

知的障害者の更生援護に熱意を持っている事業経営者で、

希望する方を職親（職業と生活の親代わり）として登録し、

知的障害者を委託して生活指導及び技能習得訓練を行い

ます。 

 

 

３．任意事業の実施状況 

事 業 29 年度実績 30 年度 31 年度 32 年度 

福祉ホームの設置 
設置の

有無 
無 無 無 無 

訪問入浴サービス 
利用見

込者数 
1 人 1 人 1 人 1 人 

生活訓練等 
実 施 の

有無 
有 有 有 有 

日中一時支援 
利用見

込者数 
28 人 30 人 30 人 30 人 

地域移行のための 実 施 の 無 無 無 無 
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安心生活支援 有無 

巡回支援専門員整備 
実 施 の

有無 
無 有 有 有 

相談支援事業所等におけ

る退院支援体制の確保 

実 施 の

有無 
無 無 無 無 

協議会における地域資源

の開発・利用促進等の支援 

実 施 の

有無 
有 有 有 有 

 

【社会参加支援】 

事 業 
平成 29 年度

（実績） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

レクリエーション活動

等支援 

実施の

有無 
有 有 有 有 

芸術文化活動振興 
実施の

有無 
有 有 有 有 

点字・声の広報等発行 
実施の

有無 
有 有 有 有 

奉仕員養成研修 
実施の

有無 
有 有 有 有 

複数市町村による意思疎

通支援の共同実施促進 

実施の

有無 
無 無 無 無 

 

【就業・就労支援】 

事 業 
平成 29 年度

（実績） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

盲人ホームの運営 
実施の

有無 
無 無 無 無 

知的障害者職親委託 
実施の

有無 
無 無 無 無 

 

 

 


